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復興事業一覧及び主要事業概要 

 

１．復興事業一覧 

 

大島町復興計画の期間と復興の柱ごとのスケジュール（大島町復興計画） 

 

 

資料１ 



大島町復興計画　復旧・復興事業一覧

H27予算

H26 H27 H28 H29～ （百万円）

義援金の支給 義援金配分委員会で定められた対象への義援金の配分を行う。 〇 ○ △ △ 福祉けんこう課

・第一次配分：25年度　188件109,775千円。26年度　11件8,550千円
・第二次配分：25年度　448件66,980千円。26年度　23件3,620千円
・第三次配分：25年度　402件394,730千円。26年度　71件61,430千円
※△は、未支給者の申請により変更となる

0
・１世帯２名を除き、配分終了
・未申請分については、申請のあった段階で対応を図る

災害弔慰金の支給 災害により死亡（又は行方不明）の方の遺族へ弔慰金を支給 〇 〇 △ △ 福祉けんこう課
25年度　24名70,000千円
26年度　4件12,500千円　（未支給3名）
※△は、未支給者の申請により変更となる

10 未申請分については、申請のあった段階で対応を図る

被災者生活再建支援金の支給
土砂災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、被災者生
活再建支援金を支給する。

〇 福祉けんこう課 基礎支援金：H25年度61世帯49,000千円。H26年度4世帯3,500千円。 ※平成26年11月15日受付終了

災害援護資金貸付
災害で負傷又は住居、家財に被害を受けた方を対象に、350万円を限度
に低利で貸し付ける（市町村）

福祉けんこう課
申込み期間：平成25年11月21日から平成26年1月31日まで
貸付概要：４世帯　14,600千円

※平成26年１月31日受付終了

遺児生活支援事業
土砂災害により、両親又はその一方が死亡又は行方不明となった児童
の就学及び修学並びに生活の支援のため支援金を支給する。

〇 〇 〇 〇 福祉けんこう課 26年度　4名1,268,161円 1
引続き、支援を実施
※対象予定者　4名　1,560千円

児童生徒通学支援事業
被災児童の仮設住宅からの通学の支援をする。児童については通学ﾊﾞｽ
で対応し、中学生はﾊﾞｽ回数券を支給する。

〇 〇 教育文化課
25年度 スクールバス委託費41日間309,960円、バス回数券2名9,600円
26年度 スクールバス委託費228日間1,773,840円、バス回数券1名10,200
円

2 引続き、支援を実施

被災者生活再建支援金（加算支援金）
の支給

土砂災害で住宅が全壊又は大規模半壊した者が、新たに住宅を建設、
購入、補修又は賃借した際に支給する。

〇 〇 〇 福祉けんこう課
・加算支援金：25年度　11世帯7,875千円。26年度　6世帯8,500千円。
・都制度支援金：25年度　2世帯1,978千円。26年度　2世帯2,400千円。

20
・加算支援金：H28.11.15まで支給申請受付
・都制度支援金：H28.3.31まで支給申請受付（引続き28年度申請延長を要望予定）

大島町住宅再建支援補助金
被災者生活再建支援金（加算支援金）に加えて、町事業として、住宅再
建（補修、建設・購入）のために必要な経費を支援する。

〇 〇 〇 土砂災害復興推進室 26年度　購入５件（300万円/件）　修繕２件（100万円/件） 30
引続き、支援を実施
※平成28年11月15日まで受付

災害公営住宅建設事業
復興対策住宅（RC2階建　2棟24戸）建設
（家の上地区　1棟14戸、岡田地区　1棟10戸）

〇 〇 地域整備課 26年度　実施設計費等32,292千円 928
・復興住宅岡田地区　契約金額　284,443,480円（工期：平成27年３月５日から平成28年１月20日）
・復興住宅家の上地区　契約金額　348,254,180円（工期：平成27年５月20日から平成28年３月24
日）

擁壁等崩落防止事業
土砂災害により崩壊した擁壁等の復旧工事を実施し、二次災害の防止を
図る。

〇 地域整備課 26年度　申請１７件 ※平成26年10月15日受付終了

浄化槽修理新設事業 合併浄化槽を新たに設置する者に対して補助金を交付する。 〇 地域整備課 26年度 土砂災害により被害を受けた方からの申請は０件 引続き、支援を実施

応急仮設住宅管理
応急仮設住宅の浄化槽、受水槽、街路灯など共用部分を適切に維持管
理する。

〇 〇 地域整備課 ４６戸設置　３２世帯７６人入居　（平成27年４月１日現在） 2

平成２８年２月１日　復興住宅（岡田地区）入居開始　　予定
平成２８年４月１日　復興住宅（家の上地区）入居開始　予定
仮設住宅入居期間延長都へ依頼（４月３０日まで）
入居者移転完了後、仮設住宅解体撤去。住宅敷地内現状復旧（２８年度）

生活支援相談の実施
土砂災害の被災者の生活支援のため、社会福祉協議会に『生活支援相
談員』を設置し、被災者の支援を実施する。

〇 〇 △ 福祉けんこう課
25年度及び26年度：「こころとからだの健康相談・健康調査とその後の
フォロー」活動実施
26年度：被災者生活支援連絡会を設置、被災１年後の健康調査を実施

6
・「こころとからだの健康相談」については、フォローが必要な方を中心に継続して実施
・被災者生活支援連絡会を毎月開催し、情報の共有と支援の協力体制の構築を継続
※平成28年度も引続き支援体制を検討していく。

医療費一部負担金の減免
災害により直接負傷した被災者に対する治療費の一部負担金を減免し、
生活再建に支障をきたさぬよう支援する。

〇 〇 住民課

25年度　被災者76件、5,175,226円。
26年度　　　　　17件、280,835円。
※支援件数も減少し、負傷者の治療もほぼ完治へ向かい被災前の生活
を取り戻しつつある状況

- ほとんどの被災者が完治に向かっているが、リハビリ等未だ治療を要する被災者を支援していく

負傷者通院費の補助 災害により負傷した被災者の治療に要する交通費を補助する。 〇 〇 福祉けんこう課
25年度　7名1,749,013円
26年度　2名470,120円
※「医療費一部負担金の減免」事業にリンクする

1 ほとんどの被災者が完治に向かっているが、リハビリ等未だ治療を要する被災者を支援していく

土砂災害復興推進室の設置 平成26年11月に課相当の組織を設置した。 土砂災害復興推進室
平成26年11月に土砂災害復興推進室を設置
復興推進係、復興整備係の２係体制で発足

- 用地係を新規設置、室員増員

司法書士無料法律相談
電話による無料法律相談

東京司法書士会、第二東京弁護士会による無料法律相談を実施する ○ ○ ○ ○
土砂災害復興推進室

総務課
平成25年11月21日～27日　無料法律相談実施
その後も定期的に、司法書士や弁護士による無料相談を実施

- 引続き、支援を実施

④情報提供と相談体制の確立

被
災
者
生
活
再
建
支
援

②住宅再建の支援

③多様なサービスの提供

平成26年度までの事業実績
（件数、金額、作業実績等）

平成27年度の具体的な事業内容
（予定件数、金額、作業内容等）

①被災者への資金等の支援

担当課

復
興
の
柱

主な施策 事業概要

実施期間
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H27予算

H26 H27 H28 H29～ （百万円）

平成26年度までの事業実績
（件数、金額、作業実績等）

平成27年度の具体的な事業内容
（予定件数、金額、作業内容等）

担当課

復
興
の
柱

主な施策 事業概要

実施期間

町道災害復旧事業
本村三原山線道路（御神火スカイライン）ほか、被災した町道の復旧工事
を行う。

〇 〇 地域整備課 総延長約6,000m、総事業費約１２憶円のうち 26年度実施274,392千円 956 御神火スカイライン他 27年度施工・復旧予定

災害復旧に伴う用地測量
大金沢流路沿い町道整備及び神達地区都市計画公園整備に合わせて
用地測量を実施する。

〇 〇 土砂災害復興推進室

26年度 町道整備における用地測量は終了
契約３本。ただし設計費含む　計59,410,800円
（内訳21,373,200円、9,104,400円、28,933,200円）

- 神達地区都市計画公園整備における用地測量については27年度以降実施

元町地区雨水排水処理整備事業
元町地区内町道の排水構造物及び排水能力を調査し、大島支庁とも連
携のうえ、排水整備計画を策定する。

〇 〇 〇 〇 地域整備課

26年度
・排水処理整備計画策定、検討委託及び調査委託実施
・東京電力周辺道路排水緊急整備工事施工
　（工事費4,000千円、調査委託56,000千円）

40 調査、検討結果により整備工事を実施

庁舎自家発電設備改修事業
災害発生時に停電による業務の停滞を避けるため、自家発電能力の向
上を図る。

〇 総務課 5

・基本設計（４～７月）
・大型発電機及び庁舎改修工事（８月下旬入札、９月～28年５月）
※設置場所は、庁舎地下1階（旧ボイラー室）を予定。部屋の扉等を工夫し、一定程度の土砂や津
波被害に耐えられるよう検討

大島老人ホーム自家発電設備改修事業
の助成

災害発生時の要配慮者の避難所として協定を締結している大島老人
ホームにおいて、停電時の電力確保のため自家発電設備整備事業の助
成を行う。

〇 住民課 32 平成27年6月設置完了予定

災害廃棄物等処理事業 膨大な量の災害廃棄物等について、迅速かつ適切に処理を行う。 〇 地域整備課 25年度　983,124千円　26年度　3,816,637千円

中小企業再建に対する金融支援
被害を受けた中小企業が早期復旧を果たせるよう、営業再開や経営安
定に必要な資金に対して利子補給等により、負担軽減を図る

〇 〇 〇 〇 観光産業課
・直接被害への支援　18件　356,971千円（利子補給）
・間接被害への支援　23件（セーフティネット4号承認）
26年度　利子補給　16件　745,758円

1 引続き、支援を実施

大島町中小企業再建支援補助
被害を受けた中小企業の事業再建のため必要な施設・設備の購入や修
繕等に要する経費を補助する。

〇 〇 観光産業課
26年度
・新築・購入　6件 17,198千円
・修繕　　　14件　12,412千円

30
引続き、支援を実施
※平成28年３月31日まで（必要に応じて期間延長することもあり）

農地等災害復旧事業 土砂災害により被災した農地及び農業用施設の復旧を支援する。 〇 〇 観光産業課 平成25年12月18日　農林水産省による実施査定 39
・代替用地選定（第１～２四半期）
・実施設計（第２～３四半期）
・復旧工事（第３～４四半期）

漁場災害復旧事業
大量の流木等が流れ込んだ元町弘法浜、前半地域を、元の好漁場に戻
すため、漁場内にある流木等を撤去し漁場の復旧を図る。

〇 〇 〇 〇 観光産業課
25年度 船外機12隻、延べ人数90人　3,135,000円
26年度　船外機54隻、延べ人数240人　12,962,500円

10 引続き、支援を実施

漁業振興のための助成事業 被害の大きかった地区の稚貝放流について上乗せ補助を行う。 〇 〇 〇 〇 観光産業課
26年度　元町・岡田・野増
・アワビ56,700個、サザエ107,500個　総額1,005,325円
・都災害配布　サザエ450,000個

1
元町（６月～８月）　岡田、野増（１０月～１１月）
・アワビ56,700個、サザエ107,500個
・都災害配布　サザエ450,000個

つきいそ事業
災害により土砂等が流入した海域に、割栗石やコンクリート製平板礁を
投入し、漁場造成を行う。

〇 〇 〇 〇 観光産業課 割栗石（自然石）3,141㎥（波浮港）24,986,600円 30 割栗石（自然石）3,000㎥（差木地）

漁村地域防災力強化改修事業
漁業協同組合が所有する共同利用施設の耐震診断を実施し、施設の耐
震化を図り、災害時の避難場所等として利用する。

〇 〇 観光産業課

25年度　波浮港製氷施設防災力強化改修工事（1F柱耐震補強シート張
張他25,653,600円　波浮港平屋倉庫解体工事1,323,000円）
26年度　岡田売店防災力強化改修工事、耐震診断、1F柱耐震補強シー
ト張他34,090,200円

37
施設の耐震診断と耐震化工事を実施
（泉津荷捌施設施設、岡田畜養施設、野増倉庫施設、波浮畜養施設他）

弘法浜遊泳場災害復旧事業 弘法浜及び隣接する湯の浜に流入した土砂の撤去等整備を実施 ○ ○ 観光産業課

26年度
・トイレ外給水配管復旧工事
・大金沢下流浚渫工事
・築堤土砂撤去工事

11
湯の浜を中心に土砂の撤去等整備を実施
※27年度夏季までに完了予定

大島町観光プール（仮称）整備事業 弘法浜プールに代わる、新たなプールを建設する。 〇 〇 観光産業課
26年度
基本設計、実施設計を実施するも、契約不調となり工事発注できず

357
新設工事契約により、建設工事着手（年度内に完成予定）
※28年度夏季から運用開始

伊豆大島復興宣伝プロジェクト
世田谷区商店街連合会の協力を得て、世田谷区の商店街において『元
気です伊豆大島！！感謝と復興』を掲げて復興宣伝プロジェクトを展開
する。

〇 〇 観光産業課 プロジェクト内容の企画 - ２回（６月、１月）実施予定

2016アジア自転車競技選手権日本大会
開催

2016年1月アジア自転車競技選手権日本大会のロードレースを大島町西
海岸コースにおいて開催する。土砂災害からの「復興」の一環として本大
会を通じ、全国のサイクリストを受け入れる「自転車の聖地」の発信を目
指す。

○ 〇 観光産業課
平成26年10月３日　第１回実行委員会・開催記者発表会
平成27年１月17日　第１回ロード委員会

70
・実行委員会の開催（３回　４月、11月、３月）
・住民への周知、受入態勢の整備等、開催に向け準備
・平成28年１月19日～24日　大会開催

岡田港船客待合所施設整備事業
岡田港船客待合所施設整備に合わせ整備される大島町交流施設を中心
に、観光客に島の魅力を伝える環境づくりを行う。

〇 〇 政策推進課
平成26年度　大島町と都の合併建築工事の契約手続きにおいて不調と
なり、工事発注できず

135 事業執行に向けて必要な予算要求を行う。

産
業
・
観
光
復
興
支
援

①島内企業の早期再建と商工業の振興

②農業の早期再建と振興

③水産業の早期再建と振興

④観光振興の推進

地
域
基
盤
・
イ
ン
フ
ラ
の
復
旧

①地域基盤の整備

②インフラの復旧と機能強化

③がれき等の処分撤去
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H27予算

H26 H27 H28 H29～ （百万円）

平成26年度までの事業実績
（件数、金額、作業実績等）

平成27年度の具体的な事業内容
（予定件数、金額、作業内容等）

担当課

復
興
の
柱

主な施策 事業概要

実施期間

地域防災計画の策定
土砂災害防止法に基づく区域指定により、風水害編の見直しを行い、各
災害を踏まえた地域防災計画の策定を行う。

○ 〇 防災対策室 -
土砂法による区域指定の結果を踏まえ、地域防災計画「風水害編」の改訂に向けた検討に着手し、
早期の見直しを実施する。

防災行政無線設備等更新事業
老朽化の著しい岡田中継所の基地局設備について、平成27年度にアナ
ログにて更新し、システムの安定化を図る。役場内操作卓についても、老
朽化が著しいため、アナログ・デジタル兼用による設備の更新を行う。

〇 防災対策室 64
防災行政無線岡田中継所及び役場内防災行政無線操作卓について、２７年度中の設備更新を行
う。

消防無線デジタル化 情報伝達機能を強化するため、消防無線のデジタル化を行う。 〇 〇 消防本部 箒木山中継局、町役場庁舎、消防本部で実施 574 大島公園、勤労福祉会館他で実施予定

避難計画の策定
大島町土砂災害避難行動計画（暫定版）を策定する。土砂災害防止法に
基づく区域指定後、本計画を策定する。

〇 〇 〇 防災対策室 平成26年５月に「大島町土砂災害避難計画（暫定版）」を策定 -
４月28日に東京都が公表した土砂法の基礎調査結果を踏まえ、暫定版の避難計画の見直しの検
討に着手
年度内に策定予定

庁舎センター系統空調設備更新 開発総合センター1階から3階までの空調機、室内外機の更新を行う。 〇 教育文化課 12
平成27年４月改修工事　7月中旬工事終了予定
工事請負費12,884,940円

「防災の手引」の作成
住民等に分かりやすい、地震・津波・火山噴火・風水害等の災害に対応
する「防災の手引」を作成し、日頃から防災意識の向上を図る。

〇 ○ 〇 防災対策室 地震・津波編、火山噴火編等について作成作業 -
平成27年４月に「防災の手引」（地震・津波編）及び「津波避難マップ」を作成
今後、風水害編及び火山噴火編について、順次作成に着手する。

追悼式の開催
犠牲者の冥福を祈るとともに、災害に強い、安心して住み続けられる町
の復興をめざし、またその教訓を後世に語り継ぐため追悼式等を行う。

〇 〇 〇 〇 総務課
平成26年10月16日　島内関係機関とで追悼式を実施
平成26年10月26日　島外関係者・遺族・島内関係者による追悼式を開催

平成27年10月16日　島内関係機関とで追悼式、献花台での黙祷・町長の誓いの言葉・献花を実施
予定

災害記録誌作成
平成25年台風26号による大島町土砂災害の災害記録誌を作成し、後世
に残し、今後の防災に対する教訓・災害対応への一助とする。

〇 〇 防災対策室 -
当時の資料を整理していく。また、今後、内容や構成についての検討を庁内にて協議することとす
る。

社会科副読本改訂事業
平成26年度社会科副読本改訂委員会を開催し、台風26号災害を掲載し
た副読本を平成27年度に配布する。

〇 〇 教育文化課
平成26年度に社会科副読本改訂委員会を５回開催し、改訂版完成
（400冊　1,620,000円）

- 小学校３年生、４年生へ配布

防
災
ま
ち
づ
く
り
の
強
化

①台風26号に伴う豪雨災害の検証と地域防災計画の改訂

②災害情報の連絡体制の再構築

③災害対応力の強化

④島内避難体制の再構築

⑤避難施設の強化等

⑥災害教訓の伝承と地域防災力の向上

4
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大島町復興計画推進委員会 

復旧・復興事業報告  

                             地域整備課  

 

大島町災害廃棄物処理事業 

 

 

１ 事業概要 

  平成 25年台風第 26号による土砂災害で発生した流木等の災害廃棄物等（推計約 11万トン）

を迅速に処理するため、都と連携し、区市町村や民間事業者の協力を得て、災害廃棄物の処理

を行った。 

 

２ 実施内容等 

（１） 大島町災害廃棄物処理方針の策定（平成２５年１１月１４日） 

①生活環境保全 ②町内処理の徹底 ③埋立削減・再資源化の促進 ④地域雇用の創出 

⑤地域海運業者の利用 ⑥経費削減努力 ⑦関係機関への協力要請 

（２）大島町災害廃棄物等処理計画の策定（平成２５年１２月５日） 

   ○災害廃棄物の処理期限は、平成２６年１２月までとする。 

   ○処理見込量合計１１万トンのうち、約３万トンを島外処理とし、東京都へ処理を依頼。 

   ○島内の災害廃棄物等仮置場で選別・前処理を行い、島内外の処理先（利用先）へ搬出 

（３）災害廃棄物処理実績 

   ①先行処理実績 

    腐敗による悪臭・害虫等の発生によって生活環境悪化のおそれのある廃畳等の産業廃 

棄物処理を平成２５年１２月２５日までに約１４０トンを島外処理した。 
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    ②島内処理実績 

    可燃性廃棄物（木くず等）、コンクリートがら、土砂等 約２２万トン 

    平成２６年１２月２５日 大島町の島内処理作業終了 

    ③島外処理実績 

    廃木材、廃タイヤ、可燃性廃棄物（木くず等）、建設混合廃棄物など 約１万２千トン 

    平成２６年１２月２５日 大島町から島外搬出終了 

    平成２６年１２月２６日 都内処理施設に搬入 島外処理終了 

       

                                       

                   



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  03-5388-3478 FAX03-5388-1381 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

2 7 3  
 
 

232,945  
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大島町復興計画推進委員会 

復旧・復興事業報告  

                             地域整備課  

 

災害公営住宅建設事業 

 

 

１ 事業概要 

  岡田地区及び家の上地区に RC造 2階建の復興住宅を建設する。 

  岡田地区は大島町定住促進住宅として、家の上地区は公営住宅として整備する。 

 

２ 実施内容等 

（１） 岡田住宅 

施工場所：大島町岡田字新開２６ 

工   期：平成 27年 3月 5日～平成 28年 1月 20日 

構造概要：RC造 2階建  建築面積：４１７．３９㎡ 延床面積：６０８．７８㎡ 

戸   数：単身用（43.30㎡）２戸、家族用（60.09㎡）８戸 

 

（２） 家の上住宅 

施工場所：大島町元町字家の上４６２番２ 

工   期：平成 27年 5月 20日～平成 28年 3月 24日 

構造概要：RC造 2階建  建築面積：４８５．３３㎡ 延床面積：７４５．０７㎡ 

戸   数：単身用（43.30㎡）８戸、家族用（60.09㎡）６戸 
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大島町復興計画推進委員会 

復旧・復興事業報告  

                             地域整備課  

 

町道災害復旧事業 元村三原山線道路（御神火スカイライン）災害復旧事業 

 

 

１ 事業概要 

  元村三原山線道路（御神火スカイライン）の復旧工事を行う。 

 

２ 実施内容等 

 （１） 執行計画及び執行状況 

年度 項目 

平成 25年度 ・災害査定 

平成 26年度 ・道路詳細設計 

・保安林解除申請 

・国立公園道路変更協議書提出、特別地域内の工作物新築許可申請

書提出 

・国交省との査定内容変更協議 

・道路災害復旧工事 施工 

平成 27年度 ・道路災害復旧工事 施工 

・成功認定対応 

平成 28年度 ・成功認定対応、会計検査対応 

 

 （２） 工期 

   ・町災第１号     ：平成 27年 5月 14日～平成 27年 8月 28日 

   ・町災第２号     ：平成 27年 2月 12日～平成 28年 3月 25日 

   ・町災第３号     ：平成 26年 11月 7日～平成 27年 7月 31日 

   ・町災第４号     ：平成 26年 11月 17日～平成 28年 3月 10日 

   ・町災第５・６号   ：平成 26年 9月 10日～平成 27年 2月 20日  
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大島町復興計画推進委員会 

復旧・復興事業報告  

                             地域整備課  

 

町道災害復旧事業 新高沢湯の浜線道路ほか 5路線災害復旧事業 

 

 

１ 事業概要 

  新高沢湯の浜線道路ほか 5路線の復旧工事を行う。 

 

２ 実施内容等 

 （１） 執行計画及び執行状況 

年度 項目 

平成 25年度 ・災害査定 

平成 26年度 ・道路詳細設計 

・保安林解除申請 

・国立公園道路変更協議書提出、特別地域内の工作物新築許可申請

書提出 

・国交省との査定内容変更協議 

・道路災害復旧工事 施工 

平成 27年度 ・道路災害復旧工事 施工 

・成功認定対応 

平成 28年度 ・成功認定対応、会計検査対応 

 

 （２） 工期 

   ・新高沢湯の浜線 ：平成 26年 7月 14日～平成 26年 10月 29日 

   ・湯場三原山線   ：平成 26年 9月 10日～平成 26年 12月 10日 

   ・岡田泉津黒汐線 ：平成 27年 5月 14日～平成 27年 11月 19日 

   ・峠伊東無線    ：平成 26年 10月 29日～平成 27年 6月 23日 

   ・込内水之本線   ：平成 26年 10月 29日～平成 27年 6月 16日  

   ・新郷開拓 1号線 ：平成 26年 10月 29日～平成 27年 6月 30日 
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大島町復興計画推進委員会 

復旧・復興事業報告  

                             観光産業課  

 

大島町観光プール（仮称）建設工事 

 

１ 事業概要 

 平成25年に発生した台風26号の土砂災害によって流出した弘法浜プールの再建に伴い、大島

町観光プール（仮称）を新設する。 

 

２ 実施内容等 

（１）工事場所    東京都大島町元町 2丁目 20番 1（旧パレラメール跡地） 

（２）敷地面積    7,410㎡ 

（３）工事概要 

・ 管理棟 RC造平屋建 建築面積 207.10㎡ 延べ面積 162.00㎡ 

・ 競技用プール兼成人用プール（458㎡）水深平均 1.1～1.3ｍ、FRPサンドイッチパネル 25ｍ×

16.4ｍ（7 コース）、12.0ｍ×4.0ｍサブプール付 

・ 子供・幼児プール（143.39㎡）水深 0.7ｍ及び 0.5ｍFRPサンドイッチパネル、キノコ形噴水及び

子供用ウォーター滑り台付 

・ 日除けパーゴラ・シェルター５基 

・ 海水揚水ポンプ取替、一部既存施設使用 

・ プールサイド舗装一式 

・ 合併処理浄化槽 ９０人槽 

・ 給排水及び海水給水配管工事 

・ 周囲樹脂コートメッシュフェンス及び一部擁壁等工事 
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・ 緑化植栽及び防風フェンス及び周囲整備工事 

・ 排水用側溝敷設及び町道横断水路敷設工事 

（４）工事期間 

平成 27年 5月 14日 ～ 平成 28年 3月 20日 

※平成 28年夏季から運用開始 

 

３ 仮設プールの設置 

 平成 27年度の夏季対策として弘法浜に子供プールを特設し子供の遊び場所を確保するための

事業を実施する 

（１） 設置期間 

遊泳場開設期間と合わせ、同期間設置 

平成 27年 7月 25日～平成 27年 8月 23日（予定） 

（２） 設置場所 

弘法浜の砂浜部分（旧プール跡地北側） 

（３） 運営方法 

小学生以下・保護者同伴での利用を前提とし、監視員１名を常駐 
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大島町復興計画推進委員会 

復旧・復興事業報告  

                             教育文化課  

 

社会科副読本改訂事業 

 

１ 事業概要 

平成 26 年度社会科副読本改訂委員会を開催し、台風 26 号災害を掲載した副読本を平成 27

年度に配布する。 

２ 実施内容等 

・ 平成 26年度に社会科副読本改訂委員会を５回開催し、改訂版完成 

・ 平成 27年度に小学校３年生、４年生へ配布 
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■大金沢山腹工左支川のスケジュール

■大金沢流向制御工のスケジュール

■管理用通路工事のスケジュール

工事

用地測量

用地買収

平成26年度 平成27年度 平成28年度以降

詳細設計

平成26年度

平成27年5月28日
大島支庁土木課

短期対策 ：H26-28年度施工

平成27年度 平成28年度

中長期対策

用地測量

用地買収

詳細設計

工事

用地測量

用地買収

支川制御工工事

下流制御工工事

中流制御工工事

平成25年度 平成26年度 平成27年度以降

詳細設計

平成２６年度以降大島土砂災害対策事業実施箇所図及び実施工事内容

平成２６年度以降工事実施箇所 短期対策工事実施内容

○ 山腹工対象範囲全域において、表層土砂の流出を仮止めし、早期の植生回復にもつながる『航空実播工』を行う。

○ 山腹工の実施にあたり、、土質の脆い箇所では『鉄筋挿入工』、傾斜の緩い箇所では『鋼製柵工』を行う。

（鋼製柵工）（斜面安定化工）
構造概略図

山腹工（H26～28）

導流堤工（H26～28）

大金沢本川堆積工

大金沢支川堆積工

中流導流堤

下流導流堤

大金沢本川堆積工

（中長期対策で山腹工実施）

土地評価

土地評価

【参考】 管理用通路工

土地評価
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三原山山頂 

元町港 

大金沢特定緊急砂防工事（山腹工その１） ②

①

④

③

② ①

③

④

斜面安定化工

水路工 

床固工（施工事例） 水路工（施工事例） 斜面安定化工（施工イメージ）
26



施工状況写真（平成２７年 ４月２５日 撮影）

① ②

撮影方向 ① 下流～上流 撮影方向 ② 上流～下流
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様式１

事業名 課

雨水排水現況調査 平成２７年度 大島高校流域にて現況調査実施予定

雨水排水検討 平成２７年度 各流域ごとに雨水排水計画を立案し、整備手法について検討

緊急性や整備効果が高い路線について工事に関する調査及び詳細設計

平成２８年度以降 各流域ごとに、計画立てて整備に関する調査及び設計

雨水排水対策工事 平成２７年度 緊急性や整備効果が高い路線について、可能な個所から工事開始

平成２８年度以降 各流域ごとに、計画立てて順次整備

雨水排水現況調査

雨水排水検討

雨水排水対策工事

⑤　対　　策

大島町復興計画　復興の柱２　主な施策方針　①地域基盤の整備　２－１－４に“被災した地域一帯における雨水排水整備計
画の策定”　が示されている。これに基づき、平成２６年度は元町地区の雨水排水の現況調査と雨水排水検討委託を実施し
たことから、平成２７年度以降、必要に応じて対策工事を実施していく。

・都道の排水は、町道や砂防の流域も含めた検討が必要

・雨水排水計画の立案には、流域ごとの重要性の評価や整備
手法の検討が必要

・緊急性や整備効果の高い路線については、早期の工事開始
に向けた検討が必要

・町道排水の検討委託、及び砂防の検討と併せて進めていく

・流域ごとの重要性は各項目における評価点数の合計により
評価する手法を検討、整備手法については国や都の補助金
について調査。

・早期に委託受託者を決定し、地元調整や現場調査を進め、
設計や積算を進めていく

大島支庁 土木

平成27年度 復興事業実施計画

排水整備事業（都道）

①　事　　業　　概　　要

（　参　考　）　関　連　事　業　の　動　き

項　目 第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 備考

②　執　行　計　画　及　び　執　行　状　況

③　進　捗　管　理　線　表

(注)　・・・は執行計画、　―は執行状況、　○は予定年月日、　●は実施年月日

④　課　　題

〇雨水排水計画立案、整備手法検討 

〇大島高校流域に関する現況調査 

〇緊急性や整備効果の高い路線の調査及び詳細設計 

〇緊急性や整備効果の高い路線の工事 
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土砂災害は毎年のように発生しており、私たちの暮らしに大きな被害を与えています。

近年の土砂災害発生状況

02

※1　平成7年兵庫県南部地震による死者・行方不明者は除く
         全自然災害については消防庁調べ、土砂災害については国土交通省砂防部調べによる

その他自然災害
58%

がけ崩れ災害
22%

土石流・地滑り災害
20%

その他自然災害
58%

がけ崩れ災害
22%

土石流・地滑り災害
20%

■昭和42年～平成20年までの自然災害による
　死者、行方不明者の数の内訳

●平成12年～21年の10年間の
　　　　都道府県別土砂災害発生件数

42％
土砂災害による
被害者の割合は

●過去10年の土砂災害発生件数（H12～H21）

H21H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H12～21年
の平均
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北海道 42 13 56 111
青森県 1 9 37 47
岩手県 23 7 48 78
宮城県 21 26 151 198
秋田県 6 11 52 69
山形県 12 69 40 121
福島県 10 19 134 163
茨城県 0 6 29 35
栃木県 8 2 18 28
群馬県 14 15 40 69
埼玉県 4 4 10 18
千葉県 0 4 51 55
東京都 89 4 58 151
神奈川県 9 4 780 793
新潟県 30 756 363 1,149
山梨県 16 12 28 56
長野県 156 271 115 542
富山県 45 76 66 187
石川県 33 62 105 200
岐阜県 62 8 92 162
静岡県 32 46 331 409
愛知県 15 2 78 95
三重県 65 7 129 201
福井県 103 13 105 221
滋賀県 3 4 21 28
京都府 24 5 92 121
大阪府 6 3 28 37
兵庫県 68 12 132 212
奈良県 3 14 19 36
和歌山県 16 10 86 112
鳥取県 44 7 30 81
島根県 29 48 379 456
岡山県 9 4 37 50
広島県 26 2 131 159
山口県 70 6 370 446
徳島県 38 51 110 199
香川県 111 3 98 212
愛媛県 72 17 286 375
高知県 29 14 149 192
福岡県 13 17 160 190
佐賀県 4 7 70 81
長崎県 3 12 197 212
熊本県 56 18 299 373
大分県 38 18 361 417
宮崎県 75 26 301 402
鹿児島県 121 14 325 460
沖縄県 1 27 31 59
合　計 1,655 1,785 6,624 10,064
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土砂災害防止法の概要

03

　土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域につ
いての危険の周知、警戒避難体制の整備、開発行為の制限、建築物の構造
規制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。

●急傾斜地崩壊危険箇所数と整備箇所数の推移

「土砂災害防止法」制定の背景

『土砂災害防止法』とは

　土砂災害は毎年のように全国各地で発生しており、
私たちの暮らしに大きな被害を与えています。
　また、その一方で、新たな宅地開発が進み、それに
伴って土砂災害の発生するおそれのある危険な箇所も
年々増加し続けています。そのようなすべての危険箇
所を対策工事により安全な状態にしていくには、膨大
な時間と費用が必要となってしまいます。
　そのような災害から人命や財産を守るため、土砂災
害防止工事等のハード対策と併せて、危険性のある区
域を明らかにし、その中で警戒避難体制の整備や危険
箇所への新規住宅等の立地抑制等のソフト対策を充実
させていくことが大切なのです。

※急傾斜地崩壊危険箇所Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのうち、Ⅰ：「人家5戸以上等の箇所」

H14年公表※

S57年 S62年 H4年 H9年

対象となる土砂災害 ： 急傾斜地の崩壊、土石流、地滑り

・土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域指定等のための調査

・土砂災害防止のための対策に関する基本的事項
・基礎調査に関する指針
・土砂災害特別警戒区域等の指定方針
・土砂災害特別警戒区域内の建築物の移転等の方針

土砂災害警戒区域の指定［都道府県知事］
〈土砂災害のおそれがある区域〉

土砂災害特別警戒区域の指定［都道府県知事］
 〈建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域〉

〈建築物の構造規制〉
・居室を有する建築物の
 構造基準の設定
 （建築基準法）

〈移転支援〉
・住宅金融支援機構

土砂災害防止対策基本指針の作成［国土交通大臣］

基礎調査の実施［都道府県］

●特定の開発行為に対する許可制
    対象：住宅宅地分譲、社会福祉施設等のための開発行為
●建築物の構造規制（都市計画区域外も建築確認の対象）
●土砂災害時に著しい損壊が生じる建築物に対する移転等の勧告
●勧告による移転者への融資、資金の確保

113,557113,557113,557

20,60020,600

90,000

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

100,000

110,000

※急傾斜地崩壊危険箇所Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのうち、Ⅰ：「人家5戸以上等の箇所」

H14年公表※

20,600

〈警戒避難体制〉
・市町村地域防災計画
 （災害対策基本法）

●情報伝達、警戒避難体制の整備［市町村防災会議※］

●警戒避難に関する事項の住民への周知［市町村長］
※市町村防災会議を設置しない市町村は市町村長



土 砂 災 害 防 止 法

都道府県が、渓流や斜面及びその下流など土砂災害により被害
を受けるおそれのある区域の地形、地質、土地利用状況等につ
いて調査します。

基礎調査の実施

04

※土地の一部が地下水等に起因して滑る自然現象
又はこれに伴って移動する自然現象

急傾斜地の崩壊

土石流

地滑り

※山腹が崩壊して生じた土石等又は
渓流の土石等が水と一体となって流
下する自然現象

※傾斜度が３０度以上である土地が崩壊する自然現象
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区域の指定
基礎調査を実施して、土砂災害のおそれのある区
域等を指定します。

■ 急傾斜地の崩壊

イ 傾斜度が30度以上で高さが5ｍ以上の区域

ロ 急傾斜地の上端から水平距離が10ｍ以内の区域

ハ 急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍

（50ｍを超える場合は50ｍ）以内の区域

■ 土石流

土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部か

ら下流で勾配が2度以上の区域

■ 地滑り

イ 地滑り区域（地滑りしている区域または地滑りする

おそれのある区域）

ロ 地滑り区域下端から、地滑り地塊の長さに相当する

距離（250ｍを超える場合は、250ｍ）の範囲内の区域

　急傾斜地の崩壊等に伴う土石等の移動等により建築物

に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動

に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそ

れのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の

大きさを上回る区域。

※ただし、地滑りに係る土石等の移動等により建築物に作用する力
の大きさについては、作用した時から30分間が経過した時において
作用するものとされている。また、地滑りに係る特別警戒区域は地
滑り区域の下端から60mの範囲内で指定することとされている。

土砂災害警戒区域 （通称：イエローゾーン）

（通称：レッドゾーン）土砂災害特別警戒区域

○ ×

土砂災害特別警戒区域
土砂災害警戒区域のうち、
建築物に損壊が生じ、住民に
著しい危害が生じるおそれがある区域
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急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域
であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。

　土砂災害による人的被害を防止するためには、住居や

利用する施設の存する土地が土砂災害の危険性がある地

域かどうか、緊急時にはどのような避難を行うべきか、

といった情報が住民等に正しく伝達されていることが大

切です。このため、市町村長は市町村地域防災計画に基

づいて区域ごとの特色を踏まえた土砂災害に関する情報

の伝達方法、土砂災害のおそれがある場合の避難地に関

する事項及び円滑な警戒避難に必要な情報を住民に周知

させるため、これらの事項を記載した印刷物（ハザード

マップ等）を配布し、その他必要な措置を講じることと

なっています。

　高齢者、障害者、乳幼児等、自力避難が困難なため土砂災害の犠牲者となりやす

い災害時要援護者の利用する施設が警戒区域内にある場合には、市町村地域防災計

画において災害時要援護者の円滑な警戒避難を実施するため、土砂災害に関する情

報等の伝達方法を定めることとされています。

１．市町村地域防災計画への記載
　土砂災害を防止・軽減するためには、土砂災害が生ずるおそれのある区域において土砂災害に関する情報の収集・伝達、予警報の

発令及び伝達、避難、救助等の警戒避難体制を確立しておくことが大切です。このため、土砂災害に関する警戒避難体制について、

その中心的役割を担うことが期待される市町村防災会議が策定する市町村地域防災計画において、警戒区域ごとに警戒避難体制に関

する事項を定めることとされています。

4．宅地建物取引における措置
　警戒区域では、宅地建物取引業者は、当該宅地又は建物の売買等にあたり、警戒区域内である旨について重要事項説明を行うこと

が義務づけられています。

地 域 住 民

ボランティア
NPO

連携

災害時要援護者等への支援
自主防災組織の設立
避難訓練の実施

防災への備え
避難所の確認
自主避難

自助 共助

警戒避難体制の整備
土砂災害警戒区域等の情報提供

復旧・復興

公助
国・都 道 府 県・市 町 村

協働参画

土砂災害に備えるために
　土砂災害の危険から身を守るのはあなた自身です。家や職場

の周囲は安全ですか？危険な場所を点検し、防災情報を収集す

るなど「日頃の備え」を万全にし、いざとなったら「早めの避難」

を心がけましょう。

　住民の一人ひとりが、土砂災害に対し的確な判断をし、行動

をとるために、行政は、専門的かつ技術的な事項について、的

確な情報提供をはじめとする手助けを行います。

災害時要援護者の
利用する施設都

道
府
県

市  
町  

村

義務化

2．災害時要援護者関連施設利用者のための警戒避難体制

3．土砂災害ハザードマップによる周知の徹底

土砂災害警戒区域

行政の「知らせる努力」と住民の「知る努力」で
　　　　　　　　　土砂災害による人的被害をゼロに。

土砂災害警戒区域

土　砂　災　害
特 別 警 戒 区域

浸水想定区域

避　難　場　所

主要な避難路

災害時要援護者
関　連　施　設

ハザードマップの説明文を記入
例：黄色で塗りつぶされた範囲（土砂災害警戒区域）は、「土砂災害が発生した場合、
住民の生命または身体に危害が生じるおそれのある区域」です。
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急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそ
れがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。

1．特定の開発行為に対する許可制
　特別警戒区域では、住宅宅地分譲や社会福祉施設、学校及び医療施設といった災害時要援護者関連施設の建築のための開発行為に

ついては、土砂災害を防止するために自ら施行しようとする対策工事の計画が、安全を確保するために必要な技術的基準に従ってい

るものと都道府県知事が判断した場合に限って許可されることになります。

2．建築物の構造の規制
　特別警戒区域では、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある建築物の損壊を防ぐために、急傾斜地の崩壊等に伴う

土石等が建築物に及ぼす力に対して、建築物の構造が安全なものとなるようにするために、居室を有する建築物については建築確認の

制度が適用されます。すなわち区域内の建築物の建築等に着手する前に、建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満た

すものとなっているかについて、確認の申請書を提出し、建築主事の確認を受けることが必要になります。

3．建築物の移転等の勧告及び支援措置
　急傾斜地の崩壊等が発生した場合にその住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある建築物の所有者、管理者又は占有

者に対し、特別警戒区域から安全な区域に移転する等の土砂災害の防止・軽減のための措置について都道府県知事が勧告することが

できることになっています。

　特別警戒区域内の施設整備にかかる防災工事や区域外への移転等に対しては、以下のような支援措置があります。

①住宅金融支援機構の融資
地すべり等関連住宅融資は、特別警戒区域からの移転勧告に基づく家屋の移転、代替住宅の建設、土地の取得等に必要な資金の
融資を受けられます。（融資金利の優遇措置有）
②住宅・建築物安全ストック形成事業による補助
特別警戒区域内にある構造基準に適合していない住宅（既存不適格住宅）を特別警戒区域から移転し、代替家屋の建設を行う者
に対し、危険住宅の除去等に要する費用及び危険住宅に代わる住宅の建設に要する費用の一部が補助されます。（平成21年度よ
り「がけ地近接等危険住宅移転事業」を住宅・建築物安全ストック形成事業に統合）※補助制度を実施していない市町村もあり
ます。

③地域住宅交付金事業による補助
地方公共団体により交付金事業が行われている場合には、土砂災害特別警戒区域内にある構造基準に適合していない住宅（既存
不適格住宅）の補強・改築を行う者に対し、危険住宅の補強・改築に要する費用の一部が市町より補助されます。

4．宅地建物取引における措置
　特別警戒区域では、宅地建物取引業者は、特定の開発行為において、都道府県知事の許可を受けた後でなければ当該宅地の広告、

売買契約の締結が行えず、当該宅地又は建物の売買等にあたり、特定の開発行為の許可について重要事項説明を行うことが義務づけ

られています。

土砂災害特別警戒区域
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土砂災害防止法のあゆみ

08

◆平成11年

6月29日 「広島災害」（土砂災害発生件数325件、死者24名）
7月  8日 建設省防災国土管理推進本部を開催。
 「総合的な土砂災害対策に関するプロジェクトチーム」の設置を決定

◆平成12年

2月  4日 河川審議会答申「総合的な土砂災害対策のための法制度のあり方について」
3月14日 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律案」閣議決定（第147回国会に提出）
4月18日 参議院において全会一致で可決
4月26日 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律案」に対する付帯決議※可決
4月27日 衆議院において全会一致で可決
5月  8日 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」公布（平成12年 法律第57号）

◆平成13年

3月28日 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令」公布（平成13年 政令第84号）
  「建築基準法施行令の一部を改正する政令」公布（平成13年 政令第85号）
3月30日 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則」制定
 （平成13年 国土交通省令第71号）　
4月  1日 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」施行
7月  9日 「土砂災害防止対策基本指針」制定（平成13年国土交通省告示策1119号）

◆平成15年

3月31日 広島県において、全国初の土砂災害警戒区域等の指定を実施（13箇所）

◆平成17年

5月  2日 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」公布
 （平成17年法律第37号）
6月  1日 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」公布
 （平成17年国土交通省令第62号）
7月  1日 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」施行

◆平成18年

3月31日 土砂災害警戒区域等指定箇所数（35府県14,296箇所）
9月25日　土砂災害防止対策基本指針を変更（平成18年国土交通省告示第1131号）

◆平成20年

3月31日 土砂災害警戒区域等指定箇所数（全都道府県85,190箇所）

◆平成21年

12月31日　土砂災害警戒区域等指定箇所数（全都道府県153,034箇所）

※）付帯決議　

平成12年4月26日、衆議院建設委員会において「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律案」に対する付帯決議が可決された。内容は以下の通り。

1　本法による土砂災害の防止のための対策の円滑かつ適正な実施が確保されるよう、土砂災害に関する国民の理
解を深めるために必要な措置を講じ、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定の促進が図られるよ
う努めること。また、指定に当たっては、関係市町村や関係住民の意見が反映されるよう努めること。

2　土砂災害防止対策基本指針については、本法施行後速やかに定めるよう努めること。また、基本指針に基づき
行われる基礎調査等都道府県の事務が円滑かつ的確になされるよう支援に努めること。

3　国及び地方公共団体は、土砂災害に対して迅速な警戒避難措置がとれるよう、情報相互通報システムの整備、
雨量観測体制の整備等の推進及び支援に努めること。


